
※鳥取県の重点施策と航空施策のコラボによ
り、重点施策の周知・理解促進に加え、航空
便の安定的な需要創出を図ろうとするもので
す。 
(予算がなくなり次第終了します。）   

「鳥取県へ移住したい、鳥取県内で就職活動をしたい」 
などの理由で鳥取砂丘コナン空港・米子鬼太郎空港着・発の国内便を利

用される方に対し、航空運賃の半額を支援いたします。  

航空運賃半額助成 

＜片道タダ！＞ 

航空運賃半額助成 

＜片道タダ！＞ 

介護割引運賃半額助成 

＜片道タダ！＞ 

小児運賃全額助成 

＜子どもはタダ！＞ 

子ども 

１人無料 

認定申請（様式第１号） 
※要項で定める必要書類を添付 

当該旅行の実施 
鳥取県内空港発着国内便への搭乗 

支援金交付申請（様式第４号） 
※要項で定める必要書類を添付 
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認定の決定・不決定通知 

交付額の確定・支援金の支払い 
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航空運賃が 
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無料 

事前に認定手続きが必要 

〒680-8570 鳥取市東町1-220 
「鳥取県内国内便エアサポート支援事業」実施事務局 (鳥取県交通政策課内) 
 

電話：0857-26-7099  FAX：0857-26-8107 
※鳥取商工会議所、米子市役所地域政策課でも申請を受け付けております。 

申請・問い合わせ先 

※特割、旅割等航空会社が設定する各種割引運賃
の方が安い場合はその航空運賃を基準に支援を実
施。 
※旅行会社が販売する航空券及び宿泊がセットに
なった旅行商品、ツアー商品を利用した搭乗は航
空運額が不明確となるため支援対象外となります。 

※１人あたり年２回まで利用できます。 
※詳しくは、鳥取県交通政策課HPよりご確認ください。 
http://www.pref.tottori.lg.jp/223658.htm 

助成手続きの流れ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鳥取県内への移住を検討している県外在住者 
 
＜対象者の条件＞ 
・鳥取県への移住を考え、次のいずれかの方法に
より鳥取県の暮らしを体験するために来県する者 
 ア 鳥取県内のお試し住宅を利用 
 イ 鳥取県等が実施する移住体験ツアー、婚活 
   イベントなどに参加      
 ウ 鳥取県移住相談窓口等で過去に移住相談し 
      ており、具体的な移住手続きのために来県 

○鳥取県内への就職を希望する県外在住者 
 
＜対象者の条件＞ 
・首都圏等からの就職を希望する者のうち、面接  
試験等就職活動のため来県する者 

対象となる方 
１ 募集期間 
  平成2７年３月２０日（金） 
        ～平成2８年３月2３日（水）  
２ 搭乗対象期間 
  平成2７年４月１日（水） 
       ～平成2８年3月31日（木） 
※事前に認定手続きが必要です。 
予算がなくなり次第終了します。 

募集・対象期間 

http://www.pref.tottori.lg.jp/223658.htm

